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令和７年第２回定例会（１２月議会）予算及び付託議案審査関係資料

令和７年１１月２５日

企 画 振 興 部

【議案関係】

市 町 村 課 「秋田県議会議員及び秋田県知事の選挙における選挙運動の公営に関する

・・・・・・条例の一部を改正する条例案」について（議案第２１４号） ３

「秋田県政治資金規正法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」に

・・・・・・ついて（議案第２１５号） ５

・・・・・・「秋田県政党助成法関係手数料徴収条例案」について（議案第２１６号） ７
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「秋田県議会議員及び秋田県知事の選挙における選挙運動の公営に関する条例の 

一部を改正する条例案」について（議案第２１４号） 

 

市町村課  

 

１ 改正理由 

公職選挙法の一部改正により、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

《参考》公職選挙法の改正内容                          （単位：ｃｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 改正内容 

無料で作成することができる選挙ポスターから個人演説会告知用ポスターを除く。（第８条関係） 

 

３ 施行期日 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

  

 

区  分 

改正前 改正後 

選挙運動用ポ

スター 

個人演説会告

知用ポスター 

選挙運動用ポ

スター 

個人演説会告

知用ポスター 

衆議院議員小選挙区選出議員選挙  

４２×３０ 

 

４２×１０ 

 

４２×４０ 

 

 

 

廃止 

 

参議院選挙区選出議員選挙 

都道府県知事選挙 

その他の選挙 ４２×３０ － － 
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秋
田
県
議
会
議
員
及
び
秋
田
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
）

（
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
）

第
八
条

候
補
者
は
、
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

第
八
条

候
補
者
は
、
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
金
額
に
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号

る
金
額
に
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ

の
ポ
ス

ス
タ
ー
（
知
事
の
選
挙
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
の
ポ
ス

タ
ー
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
「
ポ
ス
タ
ー
」
と
い
う

タ
ー
（
以
下

「
ポ
ス
タ
ー
」
と
総
称
す

。
）
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚
数
が
当
該
選
挙
区
等
（
県
議
会
議
員
の

る
。
）
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚
数
が
当
該
選
挙
区
等
（
県
議
会
議
員
の

選
挙
の
当
該
選
挙
区
若
し
く
は
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
又
は
知
事
の
選

選
挙
の
当
該
選
挙
区
若
し
く
は
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
又
は
知
事
の
選

挙
の
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
を
い
う
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

挙
の
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お

け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、

け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、

当
該
二
を
乗
じ
て
得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
ポ
ス
タ
ー

当
該
二
を
乗
じ
て
得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
ポ
ス
タ
ー

を
無
料
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条
た

を
無
料
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条
た

だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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「秋田県政治資金規正法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」について（議案第２１５号） 

 

市町村課  

 

１ 改正理由 

政治資金規正法の一部改正により、写しの交付対象に「確認書※」が加えられたことから、当該確認書の写しの

交付を受けようとする者から手数料を徴収するとともに、光ディスク（ＣＤ－Ｒ）により交付する際の手数料の額

を定める必要がある。 

※ 確認書 … 国会議員関係政治団体の収支報告書について、当該団体の代表者がその内容を確認した旨を記載した文書 

 

２ 改正内容 

（１） 写しの交付対象に「確認書」を加える。（第２条関係） 

（２） 写しの交付手数料の額を次のとおり改める。（第２条関係） 

（単位：円／枚） 

交付方法 改正前 改正後 

コピー用紙 １０ １０ 

ＣＤ－Ｒ 未対応 ５０ 

 

３ 施行期日 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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秋
田
県
政
治
資
金
規
正
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
手
数
料
の
額
）

（
手
数
料
の
額
）

第
二
条

手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し

に
係
る
写
し
の
交
付

次
に
掲
げ
る
交
付
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

に
係
る
写
し
の
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

㈠

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
。

以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一

号
に
掲
げ
る
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

㈡

令
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付

同
号
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス

ク
一
枚
に
つ
き

五
十
円

二

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
政
治
資
金
監
査
報

二

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
又
は
政
治
資
金
監
査

告
書
又
は
確
認
書
の
写
し
の
交
付

次
に
掲
げ
る
交
付
の
方
法
の
区
分
に

報
告
書
の
写
し
の
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

㈠

令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
交

付

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

㈡

令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
交

付

同
号
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き

五
十
円

２

前
項
第
一
号
（
㈠
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
（
㈠
に
係
る
部

２

前
項

分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
交
付
す
る
写
し
の
用
紙
の
う
ち
そ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
交
付
す
る
写
し
の
用
紙
の
う
ち
そ

の
表
面
及
び
裏
面
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
用
紙

の
表
面
及
び
裏
面
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
用
紙

一
枚
に
つ
き
二
十
円
と
す
る
。

一
枚
に
つ
き
二
十
円
と
す
る
。
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「秋田県政党助成法関係手数料徴収条例案」について（議案第２１６号） 

 

市町村課  

 

１ 制定理由 

政党助成法の一部改正により、政党の支部から県選挙管理委員会に提出される支部報告書等の写しの交付につい

て規定されたことから、当該交付を受けようとする者から手数料を徴収する必要がある。 

 

２ 制定内容 

（１）支部報告書等の写しの交付を受けようとする者から、手数料を徴収する。（第１条関係） 

（２）写しの交付手数料の額を次のとおりとする。（第２条関係） 

（単位：円／枚） 

交付方法 手数料の額 

コピー用紙 １０ 

ＣＤ－Ｒ ５０ 

（３） 手数料は、写しを交付する際に徴収する。（第３条関係） 

（４）特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。（第４条関係） 

（５）既に徴収した手数料は、還付しない。（第５条関係） 

 

３ 施行期日 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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